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告    示 

平成 28 年度決算に基づく資金不足比率の公表について（上下水道局

企画経営課） 

那覇市告示第 262 号  

平成 29年 10月 18日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年度決算に基づく資金不足比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第１項の規定により、平成 28

年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度決算に基づく資金不足比率          （単位 ： ％） 

会計区分 資金不足比率 経営健全化基準 

  那覇市水道事業会計 ― 
20.0  

  那覇市下水道事業会計 ― 

        

 （備考） 各会計の資金不足比率の欄において、「―」が表記されている場合

は、資金の不足額が発生していないことを表す。 

 

 

 

平成 29 年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 280 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

平成 29年（2017年）９月那覇市議会定例会で議決された平成 29年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

平成 29 年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 531,024千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 49,977,015千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 
 
３ 国庫支出金  

千円 
14,597,057 

千円 
△25,608 

千円 
14,571,449 

１ 国庫負担金 9,108,371 △17,035 9,091,336 

２ 国庫補助金 5,488,686 △8,573 5,480,113 
 
６ 県支出金  2,820,764 △4,259 2,816,505 

１ 県補助金 2,275,625 △4,259 2,271,366 

10 諸収入  2,818,200 △501,157 2,317,043 

３ 雑入 2,771,497 △501,157 2,270,340 

歳 入 合 計 50,508,039 △531,024 49,977,015 

 

 

歳  出  

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
２ 保険給付費  26,919,706 0 26,919,706 

１ 療養諸費 22,825,653 0 22,825,653 

 
６ 介護納付金  2,227,096 △53,236 2,173,860 

１ 介護納付金 2,227,096 △53,236 2,173,860 
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10 諸支出金  64,514 252,716 317,230 

１ 償還金及び 

還付加算金 
62,232 226,780 289,012 

２ 繰出金 2 25,936 25,938 

 
12 繰上充用金  1,300,000 △730,504 569,496 

１ 繰上充用金 1,300,000 △730,504 569,496 

歳 出 合 計 50,508,039 △531,024 49,977,015 

 

 

平成 29 年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（国民

健康保険課） 

那覇市告示第 281 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

平成29年（2017年）９月那覇市議会定例会で議決された平成29年度那覇市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成29年度那覇市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 

平成29年度那覇市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ190,651千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,353,750千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入  

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
４ 繰越金  

千円 

1 
千円 

190,651 
千円 

190,652 

１ 繰越金 1 190,651 190,652 

歳 入 合 計 3,163,099 190,651 3,353,750 

 

歳 出 

款 項 補正前の額 補正額 計 

 
２ 後期高齢者

医療広域連

合納付金 

 千円 

3,114,500 
千円 

190,207 
千円 

3,304,707 

１ 後期高齢者医療

広域連合納付金 
3,114,500 190,207 3,304,707 

 
３ 諸支出金  13,197 444 13,641 

１ 償還金及び還付

加算金 
13,196 361 13,557 

２ 繰出金 1 83 84 

歳 出 合 計 3,163,099 190,651 3,353,750 

 

 

平成 28 年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 282 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

平成 29年９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市水道事業会計決

算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 28 年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 283 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

平成 29年９月那覇市議会定例会で認定された平成 28年度那覇市下水道事業会計

決算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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公    告 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 369 号  

平成 29年 10月 17日  

掲 示 済  

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同法第

62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・３・那17号 石嶺線３工区 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成29年10月17日～平成34年３月31日 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 380 号  

平成 29年 10月 20日  

掲 示 済  

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 381 号  

平成 29年 10月 20日  

掲 示 済  

 

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報提供届

出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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都市公園の設置及び供用開始について（公園管理課） 

那覇市公告第 382 号  

平成 29年 10月 20日  

掲 示 済  

 

 

 

都市公園の設置及び供用開始について 

 

 

都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)２条の２及び都市公園法施行令（昭和 31 年

政令第 290号）第９条に基づき、下記のとおり公園を設置し供用を開始する。 

 その関係図書は、公告と同時に那覇市建設管理部公園管理課において一般の縦覧

に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

 

公園の名称   国場川くねくね公園 

公園の位置   那覇市国場地内 

供用開始の期日 平成 28年７月 19日 

公園の区域   別紙位置図のとおり 
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平成 30 年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受

付について（法制契約課） 

那覇市公告第 398 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

平成30年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付に

ついて 

 

 

平成30年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付を次の

とおり行います。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 １ 入札参加資格 

（１）地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２）地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認

められた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（３）建設工事については、建設業法第３条に規定する建設業の許可を受け

ている者であること。また、同法第27条の23に規定する経営事項審査

を受けている者であること。 

（４）その他市長が定める入札参加資格要件を満たしている者であること。 

  

２ 受付期間 

    平成29年12月11日（月）～平成29年12月22日（金） 

    午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

（ただし土曜日、日曜日を除く。） 

 

３ 受付場所 

総務部法制契約課（市役所５階） 

※受付は全て持参の上、面談審査になります。 

（郵送による受付は、いたしません。） 

 

４ 提出書類 

    競争入札参加資格審査の提出要領によります。 

※申請書及び提出要領は、那覇市ホームページからダウンロードしてく

ださい。ＵＳＢメモリを用いたデータ提出があります。 

 

 ５ 問い合わせ先 

    総務部法制契約課工事契約Ｇ   

電話番号  直通 098-951-3253 
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開発行為及び公共施設に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 399 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

開発行為及び公共施設に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為及び公共施設に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

平成 29年３月 24日 第 H28－09号 那覇市指令都建第 3207号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里末吉町三丁目 26番１ 他５筆 

 

３ 公共施設 

消防水利（防火水槽） 

 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

沖縄県中頭郡西原町字池田 625番地 

社会福祉法人 琉球溢愛会 理事 上原 康生 

 

５ 検査済証番号 

平成 29年 10月６日 那都建第 253号 

平成 29年 10月６日 那都建第 254号 

 

６ 工事完了年月日 

平成 29年９月 10日 
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那覇市営奥武山体育施設ネーミングライツスポンサー募集について

（市民スポーツ課） 

那覇市公告第 400 号  

平成 29 年 11 月１日  

 

 

那覇市営奥武山体育施設ネーミングライツスポンサー募集について 

 

 

 

 那覇市における施設維持管理コストの軽減及びスポーツ・レクリエーション活動

の普及及び振興を図り、その他文化的な行事の用に供するため、那覇市が所有する

施設である「那覇市営奥武山野球場」・「屋内運動場」へのネーミングライツ（命名

権）について、スポンサー企業を次のとおり募集します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 対象施設 

  那覇市営奥武山野球場    那覇市奥武山町 42番地の１ 

那覇市営奥武山屋内運動場  那覇市奥武山町 50番地の１地先 

 

２ 募集条件 

（１）ネーミングライツ料（年額） 

本市希望額 2,400万円以上（消費税は別途） 

※ 応募は 2,000 万円以上から可能です。（2,000 万円未満の応募は受け付

けできません。） 

※ 本市の希望額 2,400万円を基準として評価を行います。 

（２）契約期間 

契約期間は、平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日までとする。 

    （３）対象スポンサー 

沖縄県内に登記簿上の本店又は支店を有する法人その他の団体 

（応募については広告代理店を通じての申込も可能です。ただし、この場合、

市から広告代理店へ手数料を支払うものではありませんので留意してくだ

さい。） 

以下の項目に該当するものを除きます。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を

行うもの 

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122号）第２条に該当するもの 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第

225号）等に基づく更正又は再生手続きを行っているもの 
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④ 貸金業法（昭和 58年法律第 32号）第２条に規定する貸金業に該当する

もの 

⑤ 公序良俗に反するもの 

⑥ 国税又は地方税を滞納しているもの 

⑦ 法令等に違反し、又は抵触すると認められるもの 

⑧ その他ネーミングライツを取得することが適当でないと市が認めるも

の 

（４）命名条件 

野球場・屋内運動場にふさわしい名称とします。ただし、以下の点に留意し

てください。  

① 名称に「那覇」の文字を入れること。 

※ 表記は漢字、カタカナ、ローマ字等。 

② 公共性、中立性が保たれ、又は品位を損なうものでないものとします。 

③ 社会通念上ふさわしくないものは除きます。 

④ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得ら

れることを条件とします。 

⑤ 契約期間内の名称変更はできません。 

⑥ 今回募集する名称は施設の愛称であることから、条例で定める施設の名

称変更は行いません。 

（５）スポンサーメリット（主な特典）と留意点 

① 本市によるマスコミ・市民等への名称周知（各種広告印刷物・ホームペ

ージ等への名称露出） 

② 球場等看板の設置 

看板は施設名表示（愛称）及びロゴマーク等を設置することができる。 

ア 野球場正面入口（入口上部壁面） １か所 

イ スコアボード裏         １か所 

ウ 屋内運動場正面入口       １か所 

※ ア、イ、ウの看板の大きさは 30㎡以下とします。(看板が１個である

場合は 20㎡以下) 

※ ネーミングライツ導入イメージ図参照。 

③ 野球場及び屋内運動場の無償使用権(年２日間 。ただし、入場料を領収

する場合には、条例により算定した加算額を指定管理者に支払う。) 

※ 指定管理者と利用の条件及び日程を協議・調整する。 

④ スポンサーメリットの権利等については、第三者への譲渡等はできませ

ん。 

（６）看板設置等の留意事項 

  看板設置等については、次の事項に留意してください。 

① 看板の設置については、前スポンサーの看板撤去後に行う。 

② 看板の撤去については、契約満了までに行い、原状回復する。 

③ 看板の設置費、撤去費は応募者負担とする。 

④ 看板の設置時期は教育委員会と調整する。 

⑤ 看板は切文字（箱文字、チャンネル文字）等、景観に配慮したもの。 

⑥ 施設名表示のデザインについては、教育委員会及び都市計画課と協議す

る。 
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⑦ 那覇市屋外広告物条例の設置基準を尊守すること。 

⑧ 看板に照明機能を取り付ける場合は、子メーターを設置し、電気使用料

について指定管理者に支払うものとする。 

 

３ 募集要項配布期間及び公募期間 

平成 29年 11月１日（水）から平成 29年 11月 30日（木）午後５時まで。 

応募期限までに提出書類（別紙１）を下記 ９ 申込先（問合せ先）まで持参し

てください。受付時間は、平日の午前８時 30分から午後５時まで（正午から午後

１時まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く）です。 

 

４ 応募にあたっての留意事項 

（１） 応募に要する経費は、全て応募者の負担とします。 

（２） 応募期限後の応募書類の再提出及び差し替えは、原則として認めません。 

（３） 応募書類その他の提出された書類は、返却しません。 

（４） 応募書類その他の提出された書類は、那覇市情報公開条例の規定に基づき、

開示されることがあります。 

 

５ 施設見学 

（１）施設見学会日時 平成29年11月14日（火）午後２時から３時 

（２）申込期限 平成29年11月10日（金）までに下記 ９ 申込先（問合

せ先）のメールアドレスへ団体名、参加者、連絡先を記

入の上、送信後、電話連絡をお願いします。 

 

６ 質問の受付及び回答 

募集要項の内容等に関する質問は、次のとおり行ってください。 

（１）質疑書の提出 

下記 ９ 申込先（問合せ先）あて別紙２質問疑義照会書をメールで照会す

ること。メール送付後、届いたことを確認するための電話連絡をしてください。

内容は簡潔に記載してください。 

※口頭による質問は受け付けません。 

（２）質疑書受付期間 

受付期間 平成 29年 11月１日（水）から平成 29年 11月 17日（金） 

（３）回答 

上記受付期間に到着した質問のみ、全てを取りまとめて応募した者全員へ平

成 29年 11月 22日（水）までにメールにて回答します。個別回答はいたしま

せん。回答内容は、この要項の追加事項又は修正事項とみなします。 

 

７ 選考方法 

ネーミングライツ料、名称及び財務諸表等を総合的に勘案して、下記の評価基

準に基づき、優先交渉権者を決定した後、契約条件を協議したうえでスポンサー

として決定します。  

（１） ネーミングライツ料 

提案額 
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（２） 名称 

親しみやすさ・健全性・ふさわしさを総合的に勘案して評価します。 

（３） 地域貢献度 

地域貢献度・本市施策との整合性を総合的に勘案して評価します。 

（４） 財務体質 

健全性を総合的に勘案して評価します。 

     

８ その他 

（１） 決定したネーミングライツスポンサーの名称、所在地、ネーミングライツ料

等を公表します。 

（２） 今回選定されたスポンサーは、契約満了後の那覇市営奥武山体育施設のネー

ミングライツに関する契約についての優先交渉権を有するものとします。 

 

９ 申込先(問合せ先) 

〒900－8553 那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市教育委員会市民スポーツ課  

ＴＥＬ  ０９８－９１７－３５０４ 

ＦＡＸ  ０９８－９１７－３５２１ 

Ｅ－ｍａｉｌ  e-s-sup001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

別紙 1 

【提出書類】 

書   類   名 

①  那覇市営奥武山体育施設ネーミングライツ申込書 

申込書別紙１から３については、あわせて片面印刷 10 ページ以内で作成してく

ださい。 

② 定款、寄付行為その他これらに類するもの 

③ 法人登記記載事項全部証明書 

④ 直近３年間の事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすること

ができる書類 

⑤ 直近３年間の貸借対照表及び損益計算書その他当該法人等の財務状況を明らか

にすることができる書類 

⑥ 国税及び都道府県税の納税証明書 

⑦ コンプライアンスに関する組織体制、ルール等の整備状況を明らかにする書類 

⑧ 委任状（代理店が行う場合） 

※ その他市が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 
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選挙管理委員会告示 

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴

う指定在外選挙投票区について 

那覇市選挙管理委員会告示第 23 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴う指定

在外選挙投票区について 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 30条の３第２項及び公職選挙法施行令

（昭和 25年政令第 89号）第 23条の２第１項の規定により、指定在外選挙投票区を

次のとおり指定した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

投票区 投票所 所在地 

第 33投票区 那覇市役所本庁舎１階 那覇市泉崎１丁目１番１号 
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衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴

う在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 24 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙に伴う在外

選挙人が期日前投票を行う期日前投票所について 

 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 49条の２第２項の規定により読み替え

て適用される同法第 48条の２第１項により、指定在外選挙投票区を次のとおり指定

したので、同法施行令第 65条の 13第４項により告示する。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

期日前投票所名 投票所に充てる施設の名称 所在地 

期日前第１投票所 那覇市役所本庁舎１階 那覇市泉崎１丁目１番１号 

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 25 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙について、公職選挙法

（昭和 25年法律第 100号）第 144条の２第４項の規定によるポスター掲示場を次の

とおり設置した。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

１ 設置場所  別紙のとおり 
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特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日につい

て 

 

那覇市選挙管理委員会告示第 26 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選

出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査において、公職選挙法施行令（昭和 25

年政令第 89号）第 59条の５の４第７項の規定により告示日前に投票用紙及び投票

用封筒を交付し又は郵便をもって発送する 場合、その交付及び発送を開始する日

は、平成 29年 10月 10日とする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 27 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 ９ 日  

掲 示 済  

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第５条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50分の１の数並びに地方自治法第 76条

第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する選挙権

を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第

11項及び第５条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、そ

れぞれ次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数       5,198人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数       86,632人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数       43,316人 

 

 

期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 28 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

期日前投票所について 

 

 

平成29年10月22日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表 選

出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の場所を次のとおり定め

る。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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期日前   
投票所名  

投票所に充てる 

施設の名称  
所在地 設置期間 

期日前 
第１投票所 

那覇市役所本庁舎 
１階 

那覇市 
泉崎１丁目１番１号 

平成 29年 10月 11日 
～ 

平成 29年 10月 21日 
 

午前８時 30分 
～ 

午後８時 

期日前 
第２投票所 

首里支所 
１階会議室 

那覇市 
首里久場川町２丁目
18番地９ 

平成 29年 10月 16日 
～ 

平成 29年 10月 21日 
 

午前９時 

～ 
午後６時 

期日前 

第３投票所 

真和志庁舎 

地下コミュニティー会議室 

那覇市 

寄宮２丁目 32番１号 

期日前 
第４投票所 

サンエー那覇メインプレイス 
５階中央出入口 

那覇市 

おもろまち４丁目 
４番９号 

平成 29年 10月 16日 

～ 
平成 29年 10月 21日 

 
午前 10時 

～ 
午後８時 

期日前 
第５投票所 

イオン那覇店 
５階西側エレベーター乗場 

那覇市 
金城５丁目 10番地２ 

期日前 
第６投票所 

沖縄大学 
本館多目的学習室 

那覇市 
字国場 555番地 

平成 29年 10月 12日 
 

午前 10時 

～ 
午後６時 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び

氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 29 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等

について 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選

出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票所の投票管理者及びその

職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

選任者については、別紙のとおりとする。 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 30 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選

出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査の投票の場所を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 31 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表  

選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における各投票区の投票管理者及び

その職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 選任者については、別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 32 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における氏名等の掲示

（投票所氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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記 

 

１ 日 時  平成 29年 10月 10日（火） 午後５時 30分 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会事務局 

 

 

 

開票の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 33 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

開票の場所及び日時について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選

出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における開票の場所及び日時は、次の

とおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

記 

 

 

１ 場 所  那覇市字識名 1227番地 那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

 

２ 日 時  平成 29年 10月 22日（日） 午後９時 10分 
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開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 34 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査並びに衆議院比例代表選出議員選挙における開票管理者及びその職務を代

理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

小選挙区選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 

開票区名 
開票管理者 同職務代理者 

氏 名 住 所 氏 名 住 所 

那覇市 唐眞 弘安 

那覇市首里末吉町  

３丁目 50番地１ 

末吉共同住宅２-407 

玉城 彰 

那覇市首里石嶺町   

２丁目 10番地１ 

松川マンション 602 

 

 

比例代表選出議員選挙 

開票区名 
開票管理者 同職務代理者 

氏 名 住 所 氏 名 住 所 

那覇市 松田 義之 
那覇市古島２丁目  

３番地５ 
當真 良明 

那覇市字国場 179番地

７ １階 
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開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 35 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査並びに衆議院比例代表選出議員選挙において、開票立会人として届出のあ

った者が 10 人を超える場合又は同一政党その他の政治団体に属する候補者の届出

に係る者が３人以上あるときのくじを行う場所及び日時は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

記 

 

 

１ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

２ 日 時  平成 29年 10月 19日（木）  午後５時 

 

 

第 24 回最高裁判所裁判官国民審査の氏名等の掲示場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 36 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 0 日  

掲 示 済  

 

 

第 24回最高裁判所裁判官国民審査の氏名等の掲示場所について 

 

 

 平成 29年 10月 22日執行の第 24回最高裁判所裁判官国民審査において審査に付

される裁判官の氏名等の掲示の場所は、別紙のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  
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沖縄海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 37 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 1 7 日  

掲 示 済  

 

 

沖縄海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧場所について 
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  漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 94条において準用する公職選挙法（昭和

25年法律第 100号）第 23条第２項の規定により、平成 29年 10月 20日から平成 29

年 11月３日までに縦覧に供する選挙人名簿の縦覧場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

縦覧の場所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

   那覇市選挙管理委員会事務局 

 

 

 

投票管理者の氏名等の変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 38 号  

平 成 2 9 年 1 0 月 2 1 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者の氏名等の変更について 

 

 

平成 29 年 10 月 22 日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び 衆議院比

例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査における 投票区の投票管

理者として選任した者を次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

投票管理者 

投票区 第１０投票区 

投票所 松島中学校 

旧 氏名 澤岻 寛明 

新 氏名 比嘉 康裕 

 


